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(57)【要約】
 
【課題】 
本発明は、ガスレーザ発振器において、一組の電極の熱
膨張による長手方向の伸びの差による導波路の曲がり変
形を抑制することにより、レーザビームの出力及びビー
ム位置の安定性を向上させることを目的とするものであ
る。
【解決手段】 
　ガスが封入された容器１０６内で一組の電極１０２、
１０３が複数の電極間隔支持部材１０９で連結され、前
記一組の電極により導波路１１０が形成されるガスレー
ザ発振器１００において、前記電極間隔支持部材１０９
に前記電極の長手方向に可撓性を持たせ、当該電極間隔
支持部材１０９が前記一組の電極１０２、１０３の熱膨
張による長手方向の伸びの差を吸収できるようにした。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガスが封入された容器内で一組の電極が複数の電極間隔支持部材で連結され、前記一組
の電極により導波路が形成されるガスレーザ発振器において、前記電極間隔支持部材に前
記電極の長手方向に可撓性を持たせ、当該電極間隔支持部材が前記一組の電極の熱膨張に
よる長手方向の伸びの差を吸収できるようにしたことを特徴とするガスレーザ発振器。
【請求項２】
　請求項１に記載のガスレーザ発振器において、前記電極間隔支持部材が、前記一組の電
極のうちの少なくとも一方に固定される絶縁性部材と、前記一組の電極間の間隔を維持す
るために一端が前記絶縁性部材に固定されるとともに前記電極の長手方向に可撓性を有す
る金属製連結部材とを含むことを特徴とするガスレーザ発振器。
【請求項３】
　　請求項２に記載のガスレーザ発振器において、前記金属製連結部材は、金属板から
　成り、その厚み方向が前記電極の長手方向となるように配置されていることを特徴と
　するガスレーザ発振器。
【請求項４】
　　請求項３に記載のガスレーザ発振器において、前記金属板はその厚み方向に複数枚
　重ねられていることを特徴とするガスレーザ発振器。
【請求項５】
　　請求項３又は４に記載のガスレーザ発振器において、前記絶縁性部材はセラミック
　から成り、前記金属板はステンレスから成ることを特徴とするガスレーザ発振器。
【請求項６】
　　請求項１、２、３、４又は５のいずれかに記載のガスレーザ発振器により発生させ
　たレーザビームで加工を行うことを特徴とするレーザ加工装置。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、プリント基板のような被加工物に穴明け等を行うためのレーザビームを発生す
るためのガスレーザ発振器及びそれを用いたレーザ加工装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
ガスレーザ発振器においては、高周波で励起したプラズマ放電を伴い、その際、発生した
熱は熱伝導により電極に伝わる。電極の温度が上昇すると、電極は熱膨張する。
【０００３】
従来、例えば特許文献１に開示されたガスレーザ発振器においては、一組の電極が複数の
絶縁部材で連結されている。一組の電極のそれぞれには冷却パイプが埋め込まれ、その中
に冷媒を流すことにより、一組の電極の温度上昇が抑えられるようになっているが、電極
の熱膨張による長手方向の伸びの差については何も考慮されていない。
【０００４】
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ガスレーザ発振器においては、電極に熱膨張による長手方向の伸びの差が発生すると、電
極間に形成される導波路の形状が変化し、レーザビームの出力及びビーム位置の安定性が
損なわれる結果となる。
【０００５】
これを防ぐために、電極の熱膨張によるビーム位置変動を予め見込んでおき、熱膨張でビ
ームが正規位置に来るようにする方法がある。しかしながら、この方法では、ビーム出力
の開始時、熱膨張のための時間をいつも確保する必要がある。
すなわち、加工の終了したプリント基板を移動させ、次のプリント基板が加工位置に来る
まで、ビーム出力を停止させなければならない。この期間においても電極の冷却は起こり
、このままだとビームが正規位置とずれているので、次のプリント基板の加工を開始する
ためには、ビームが正規位置に来るまで熱膨張のための時間を確保する必要がある。従っ
て、上記の方法では、装置の稼働効率が悪くなる。
【０００６】
さらに、上記の方法では、冷媒の温度管理のための複雑な制御が必要であるとともに、電
極１０２と１０３を冷却するための冷媒の温度との関係で、電極の熱膨張によるビーム位
置変動がいつも見込み通りになるとは限らず、ビーム位置の安定性を確保できない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－９４１４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
そこで、本発明は、ガスレーザ発振器において、一組の電極の熱膨張による長手方向の伸
びの差による導波路の曲がり変形を抑制することにより、レーザビームの出力及びビーム
位置の安定性を向上させることを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載のガスレーザ発振器においては、ガスが封入
された容器内で一組の電極が複数の電極間隔支持部材で連結され、前記一組の電極により
導波路が形成されるガスレーザ発振器において、前記電極間隔支持部材に前記電極の長手
方向に可撓性を持たせ、当該電極間隔支持部材が前記一組の電極の熱膨張による長手方向
の伸びの差を吸収できるようにしたことを特徴とする。
【００１０】
　また請求項２に記載のガスレーザ発振器においては、請求項１に記載のレーザ発振器に
おいて、前記電極間隔支持部材が、前記一組の電極のうちの少なくとも一方に固定される
絶縁性部材と、前記一組の電極間の間隔を維持するために一端が前記絶縁性部材に固定さ
れるとともに前記電極の長手方向に可撓性を有する金属製連結部材とを含むことを特徴と
する。
【００１１】
　　また請求項３に記載のガスレーザ発振器においては、請求項２に記載のレーザ発振
　器において、前記金属製連結部材は、金属板から成り、その厚み方向が前記電極の長
　手方向となるように配置されていることを特徴とする。
【００１２】
　　また請求項４に記載のレーザ加工装置においては、請求項３に記載のガスレーザ発
　振器において、前記金属板はその厚み方向に複数枚重ねられていることを特徴とする。
【００１３】
　　また請求項５に記載のレーザ加工装置においては、請求項３又は４に記載のガスレ
　ーザ発振器において、前記絶縁性部材はセラミックから成り、前記金属板はステンレ
　スから成ることを特徴とする。
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【００１４】
　　また請求項６に記載のレーザ加工装置においては、請求項１、２、３、４又は５の
　いずれかに記載のガスレーザ発振器により発生させたレーザビームで加工を行うこ
　とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、ガスレーザ発振器において、一組の電極の熱膨張の伸びの差による導
波路の曲がり変形を抑制することにより、レーザビームの出力及びビーム位置の安定性を
向上させ、そのガスレーザ発振器を用いたレーザ加工装置の加工品質を安定させることが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施例となるガスレーザ発振器の部分的斜視図である。
【図２】本発明の一実施例となるガスレーザ発振器の簡略な断面図である。
【図３】図１と２における電極間隔支持部材付近の断面図である。
【図４】電極間隔支持部材の動作を説明するための図である。
【図５】本発明による効果を説明するための図である。
【図６】従来技術での現象を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例】
【００１７】
本発明の一実施例について説明する。図１は本発明の一実施例となるガスレーザ発振器の
部分的斜視図、図２は本発明の一実施例となるガスレーザ発振器の簡略な断面図、図３は
図１と２における電極間隔支持部材付近の断面図である。
【００１８】
図１と２において、ガスレーザ発振器１０１は、対向して配置された一組の電極１０２と
１０３、これら電極１０２と１０３の両端に配置された一組の反射鏡１０４と１０５、及
び媒質ガスが封入され前記部品を収容する気密容器１０６とを含む。
図示を省略するが、電極１０２と１０３のそれぞれには冷却パイプが埋め込まれ、その中
に冷媒を流すことにより、プラズマ放電で発熱した電極１０２と１０３が冷却されるよう
になっている。
【００１９】
電極１０２と１０３の短手方向の両端側面には、電極１０２と１０３の間隔を一定に保つ
ための電極間隔支持部材１０９が、長手方向に複数取付けられている。電極１０２はその
長手方向の両端部に位置する電極支持部１０７と１０８によって気密容器１０６に支持さ
れており、電極１０２と１０３で形成される導波路１１０が気密容器１０６内に構成され
ている。
【００２０】
電極間隔支持部材１０９は、図１と３に示すように、それぞれ電極１０２、１０３にネジ
２０５で固定されるブロック２０１、２０２と、これらブロック２０１、２０２の側面同
士を連結する連結板２０３、２０４とから構成される。
【００２１】
ブロック２０１と２０２は例えばセラミックの如き絶縁材から成り、それぞれ電極１０２
、１０３にねじ２０５で固定されている。また連結板２０３と２０４は例えばステンレス
の如き金属板で、それぞれブロック２０１と２０２にねじ２０６で固定されている。
連結板２０３、２０４は、その厚み方向が電極１０２、１０３の長手方向となるように配
置され、電極１０２と１０３の間隔を維持するための剛性を持つと同時に、電極１０２、
１０３の長手方向には可撓性を有する。
【００２２】
ガスレーザ発振器１０１を作動させると、電極１０２と１０３の間にプラズマ放電が励起
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され、この際に発生する熱は電極１０２と１０３に伝わり、電極１０２と１０３は熱膨張
による伸びを起こす。
【００２３】
従来技術においては、電極１０２と１０３の熱膨張による伸びの差があっても、何も考慮
されていないために、図６に示すように、電極１０２と１０３が曲がって、これらによっ
て形成される導波路１１０も曲がる。曲がり変形を起こした導波路１１０はレーザビーム
に対する損失を増し、レーザ出力が低下してしまう。
なお、図６は曲がり変形を誇張して描いてあるが、実際は、このような大きな変形がある
訳ではない。
【００２４】
また曲がり変形後の導波路端の向きは、曲がり変形前の導波路端の向きと異なる向きとな
り、反射鏡１０４と１０５にて反射されたレーザビームが導波路１１０へと再度導入され
る際の損失を増し、結果としてレーザ出力及びレーザビームの位置安定性を損なわれる。
【００２５】
これに対し、本発明の上記実施例によれば、電極１０２と１０３が熱膨張の伸びの差を起
こしても、図４に示すように、電極間隔支持部材１０９の連結板２０３、２０４がその板
厚方向、すなわち電極１０２、１０３の長手方向に撓むことで、電極１０２と１０３の熱
膨張の伸びの差を吸収する。
【００２６】
これにより、電極１０２と１０３の熱膨張による長手方向の伸びの差があっても、図５に
示すように、電極１０２と１０３で形成される導波路の曲がり変形は抑制されるので、導
波路端の向きは変化しにくくなり、レーザ出力及びレーザビームの位置安定性を損なうこ
とを防ぐことができる。
なお、連結板２０３、２０４が撓むことで、理論上、電極１０２と１０３の間隔が狭めら
れることになるが、その値は、電極１０２と１０３の長手方向の熱膨張に対して著しく小
さく、導波路１１０への影響は無視できる。
【００２７】
この実施例によれば、電極１０２と１０３の熱膨張の大小にかかわらず、あるいは電極１
０２と１０３を冷却するための冷媒の温度と関係なく、電極１０２と１０３で形成される
導波路の曲がり変形は抑制される。
従って、ビーム出力の開始時、熱膨張のための時間を確保する必要はなく、装置の稼働効
率が良くなるとともに、冷媒の温度管理のための複雑な制御が不要になる。
【００２８】
なお、以上の本発明の一実施例において、例えば、ブロック２０１と２０２は、いずれも
絶縁材から成っているが、一方だけ絶縁体でない金属であっても良く、この場合でも電極
１０２と１０３間の絶縁は保たれる。一方が金属となれば、両方にセラミックの如き絶縁
材を使う場合より、コストが低くなる。
また、連結板２０３と２０４は、それぞれ一枚の金属板としたが、電極の長手方向に可撓
性を持たせられるのであれば、複数枚の金属板をその厚み方向に重ねたものとしても良い
。この方が、電極１０２と１０３の間隔を維持するための剛性が高くなる利点がある。
【符号の説明】
【００２９】
１０１：ガスレーザ発振器
１０２、１０３：電極
１０４、１０５：反射鏡
１０６：気密容器
１０９：電極間隔支持部材
１１０：導波路
２０１、２０２：ブロック
２０３、２０４：連結板
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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